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197,586

工 具 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産

機 械 及 び 装 置 4,452

16,108

5,266

資 本 金

利 益 剰 余 金

その他資本剰余金

132,5955,266

4,406

197,586

固 定 負 債

3,071

負 債 合 計

4,406

178,338

10,000

株 主 資 本

518,521

340,182純 資 産 合 計

19,298

その他利益剰余金 130,095

繰越利益剰余金 130,095

利 益 準 備 金 2,500

69,916

負債及び純 資産 合計

貸借対照表

400,407

（2025年3月31日現在）

売 掛 金

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

資 産 の 部 負 債 の 部

1,226

173,932流 動 負 債

64,058

科 目

85,864未 払 費 用

（単位　千円）

金 額 金 額

未 払 金

科 目

資 産 合 計 518,521

投 資 そ の 他 の 資 産

関係会 社短 期貸 付金

役 員 賞 与 引 当 金

繰 延 税 金 資 産

23,632

未 収 入 金 2,792

12,828未 収 還 付 法 人 税 等

固 定 資 産

資 産 除 去 債 務

118,114

有 形 固 定 資 産

建 物 附 属 設 備

資 本 剰 余 金

前 払 年 金 費 用

ソ フ ト ウ ェ ア

89,215

純 資 産 の 部

340,182

124,809

244,525

前 渡 金 469 株 式 給 付 引 当 金 5,704

暗 号 資 産 14,000

3

契 約 負 債 1,100

前 払 費 用 5,899

貯 蔵 品

2,725

5,127

仕 掛 品

3,204預 り 金



Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１． 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

定率法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備　　　　１０年～１５年
機械及び装置　　　　　４年～　６年
工具器具及び備品　　　４年～１５年

(2)無形固定資産
自社利用のソフトウェア
社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

２． 引当金の計上基準
(1)役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、会社が算定した当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し
ております。
また、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。
なお、当事業年度末においては年金資産が退職給付債務を上回っているため、投資その他の資産の「前払年
金費用」に計上しております。

(3)株式給付引当金
従業員に対する当社グループ株式の給付に備えるため、当事業年度末における見込額に基づき計上しており
ます。

３． 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益は、主に研究開発の受託事業によるものであり、顧客に対して成果物を
納品し、検収を受けた時点または個別に定められた契約期間に渡る役務の提供により履行義務が充足される
ものであることから、当該履行義務が充足された時点で収益を認識しております。 

４． その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
(1)グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。
(2)法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

　当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関
する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこ
れらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

５． 当期純損益金額　　　10,927千円

Ⅱ．会計方針の変更に関する注記

法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準の適用
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改
正会計基準」という。）を当事業年度の期首から適用しております。
　法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取
扱いに従っております。これによる当事業年度の計算書類に与える影響はありません。

Ⅲ．収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報
「Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記　３.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

Ⅳ．その他の注記

特記すべき重要な事項はありません。

個別注記表


